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一般社団法人 日本農業機械化協会 のご案内
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○会員：井関農機、クボタ、三菱マヒンドラ、ヤンマー
アグリほか主要農機メーカー
全農機商連ほか農機流通関係
全農、全中ほか農業者団体 など

○設立：昭和３２年

○主要業務
設立当時は日本農業への機械導入、そのための優良
農機の普及
その後、機械費低減・安全問題など
現時点では安全問題が業務の主体

農作業安全
キャラクター

葉月このは



一般社団法人 日本農業機械化協会 のご案内
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○最近の主要な業務
◆農林水産省の助成・委
託などによる農作業安全
への取組み

◆ロボット農機の安全使
用基準策定

◆中古農業機械の
査定士制度の運用

農作業安全指導者育成

安全資料
の作成

農作業安全
キャラクター

葉月このは

◆各種資料の頒布

安全ポスター 各種テキスト

◆イベント開催

農業機械化フォーラム



農作業事故の要因：４つに分類（農研機構による）

「人に関わること」以外の要因は事前に対策できる

その上でミスを減らす努力を

「事故は人のミスで起こる」と思われがちだが・・

必ず、ミス以外の要因も重なっている

機械や器具に関わること

事故現場の環境に関わること

人に関わること（ミス）

事故の要因の種類

作業・管理に関わること
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作業・管理

環境

機械



なぜ、事故が減らないのか？

⚫農業分野での安全対策が未確立

他産業では、５ＳやＫＹＴなど様々な取り組みが確立

⚫事故報告義務がない

国の調査は死亡事故のみ、人口動態調査から集計

事故の詳細が不明、負傷事故は全国調査がない

⚫的を射た対策が困難

事故の実態がわからないので、机上での想定になりがち

農業者は従業員であるとともに経営者 安全確保は自己責任

農業（家族経営）は原則、労働安全衛生関連法令の適用外

⚫法令・規則に基づいた安全対策への助言を得にくい

安全意識が高まりにくい
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農林水産省 農作業安全指
導者育成用資料から 抜粋



労働安全衛生法の対象者

5

○対象労働者：職業の種類を問わず、事業に使用さ
れる者で、賃金を支払われる者
→１日だけのアルバイトでも労働者
一方、賃金ではなく請け負いや作業受託であれば
非労働者

また、「同居の親族のみを使用する事業」「事務所」
に使用される者は除かれている

○責務のある者：主として雇い主である「事業主」に
様々な義務を課しており、労働者はどちらかというと
定められたことを遵守・協力するとの立場

→本件に関しては、対象拡大の検討が行われている
（後述）



労働安全衛生法に基づく安全対策の強化 １

「雇入れ時教育」
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［雇入れ時教育の項目］

１ 機械等、原材料等の危険性・有害性・取扱
い方法

２ 安全装置、有害物抑制装置、保護具の性
能・取扱い方法

３ 作業手順

４ 作業開始時の点検

５ 業務に関して発生するおそれのある疾病の
原因・予防

６ 整理、整頓及び清潔の保持

７ 事故時等における応急措置・退避

８ その他当該業務に関する安全又は衛生の
ために必要な事項

今までは農業は省略可 →

令和６年４月１日から省略
規定が廃止され、全業種に
義務化

※ただし、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者につい
ては、当該事項についての教育を省略することができる。

【これまでも省略できなかった業種】

林業、鉱業、建設業、運送業、
清掃業、製造業、電気業、
ガス業、熱供給業、水道業、
通信業、各種商品卸売業、
家具・建具・じゅう器等卸売業、
各種商品小売業、
家具・建具・じゅう器小売業、
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、
自動車整備業、機械修理業

５～８は以前から義務



雇入れ時教育の実際
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○農林水産省が事業主が労働者に示す「リーフレット」及び
事業主が自ら読むべき「パンフレット」を作成、ＨＰに公開

労
働
者
向
け
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

抜
粋



雇入れ時教育の実際 続き
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事
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労働安全衛生法に基づく安全対策の強化 ２

「特別教育」など
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○特別教育とは
法に基づき「危険又は有害な業務で、省令で定めるも

の」については、「安全又は衛生のための特別な教育を
行わなければならない」との規定。

○義務の対象者：事業主（雇用主）→罰則も事業主

○現行の対象：計４１の業務（省令号数でカウント）
【例】
研削といしの取替え、荷重１ｔ未満のフォークリフト運転、伐木等機械の運転、チェーンソーに
よる立木伐採、機体重量３ｔ未満のブルドーザー等運転、小型ボイラー取扱、荷重５ｔ未満のク
レーン（移動式を除く）等運転、玉掛業務（１ｔ未満のクレーン等）、酸素欠乏危険場所における
作業の業務、エックス線等による透過写真の撮影業務、空気圧縮機による自動車（２輪を除く）の
タイヤ空気充てん業務、一定条件下でのフルハーネス（墜落防止器具）を用いる業務 等



特別教育を含む検討を開始
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○厚生労働省に「農業機械の安全対策に関する検討会」が設
置され、２月１３日に第１回の会合が行われた。関係者ヒア
リング等を経て、９月３日第６回まで実施済み。来年３～５
月頃中間取りまとめ予定。検討終了時点は未定。

○第１回会合で示された論点素案の概要
【規制対象】
乗用型トラクター、コンバイン、スピードスプレヤー、農
用高所作業機、農用運搬車（ただし再検討を示されている）

【規制の内容】
・特別教育の実施
・構造に係る措置（前照灯、シートベルト等）
・使用等に係る措置（作業指揮者､保護帽､検査点検補修等）

【その他】
周知期間、特別教育の内容・時間、科目の省略等も検討



労働安全衛生法による資格等の種類（主として機械)
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 免 許  技能講習   特別教育 特別教育に準ずる教育

根拠 安衛法（対象機種は政省

令で規定）

安衛法(機種毎の講師資格等は法定

､対象機種詳細は政省令で規定）

安衛法（対象機種は省令で規

定）

局長通達

対象機種 【大きさで区分の例】

床上操作式クレーン

移動式クレーン

フォークリフト

車両系建設機械

不整地運搬車

高所作業車

  ※このほかにも例あり

－

荷重 5t以上

－

－

－

－

荷重 5t以上

荷重 5～1t

荷重 1t以上

機体重 3t以上

積載重 1t以上

床高さ10m以上

荷重 5t未満

荷重 1t未満

荷重 1t未満

機体重 3t未満

積載重 1t未満

床高さ10m未満

－

－

－

－

－

－

【各制度単独の例】

※このほかにも例あり

発破、ボイラー（技士・

溶接士・整備士）、潜水

器ほか

ガス溶接ほか 伐木等機械、走行集材機械、

チェーンソー、建設用リフト

、ゴンドラほか

刈払機ほか

教習の実

施

免許発行は厚労省、ただ

し一部に厚労省の登録を

受けた教習所での教習で

試験免除の規定あり

厚労省の登録を受けた教習所

で実施

（全国登録教習機関協会会員

数約200）

事業者が行う

（実際には多数が教習所で行

われている）

事業者・団体等が行う

(実際には教習所で行われ

ていることも多い)

講師資格 教習の講師は法令で定め

られている（当該機種の5

年以上の管理監督など）

法令で定められている

（学歴、当該機種の経験○○

年以上など）

特に規定なし

（実際には団体で講師養成が

行われている）

通達で「安全衛生コンサ

ルタント、安全衛生士･･･

」等と指定

罰則 あり あり あり なし

※衛生管理者、作業主任者に関する事項等は省いた
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○学科教育

○実技教育

上記表に「掲げる時間以上行うこと」と「安全衛生特別教育規程」（昭和47年
労働省告示第92号）で定められている。

実際の特別教育例（荷重1t未満のフォークリフト）(1)



実際の特別教育例（荷重1t未満のフォークリフト）(2)

13

○自社での教育実施
特別教育実施は事業者の責務であり、自ら実施するのが原則。た
だし講師等は外部依頼して可。
実施記録は３年間保存義務。

○教習所での教育実施
業種によって状況は異なるよ
うであるが、実際には自社で
教育を企画実施するのではな
く、教習所で開講されている特
別教育のコースを受講すること
が一般的に行われている。

市販テキストの例 261ページ
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○教習所の例 コマツ教習所、全国14ヵ所、建機主体

実際の特別教育例（荷重1t未満のフォークリフト）(3)
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○教習所の例 続き：前ページの一部拡大

実際の特別教育例（荷重1t未満のフォークリフト）(4)



構造に関する規定
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【メーカー等への義務付け】
前例では機種の危険度によって、製造許可が必要なもの、型式
検定が必要なもの、自己確認でいいが規格合致を義務付けてい
るもの、特に決まりのないもの等さまざまな形がある。

【事業主への義務付け】
上記とは別に、労働者に機械を使わせる場合に義務付けてい
る項目がある。 フォークリフトを例にすると以下のとおり。
(1)前照灯及び後照灯 ： これらの設置義務。ただし、「必要な照度が保持されている
場所」においては、省略可。

(2)ヘッドガード ： 設置義務。ただし、「危険を及ぼすおそれのないとき」は、省略可。
ヘッドガードには強度、サイズに関する規定あり。

(3)バックレスト ： 設置義務。ただし、「危険を及ぼすおそれのないとき」は、省略可。

→農業機械がこれらのどの形であるかは今後の検討

→農業機械への規定内容については今後の検討



使用上の措置に関する規定
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○個々の機械等について、使用上の措置に関する決まりがある。
フォークリフトを例に、その一部を記載すると以下のとおり。

1．作業計画： 場所の広さ・機械の種類・荷の種類等に応じた計画を作成すること
2．作業指揮者を設置すること
3．運転席から離れる場合：フォークを最低位置に置く、原動機を止める等
4．機械の積卸しに道板・盛土等を使用するときは十分な幅・強度、適当な勾配とすること
5．搭乗の制限： 乗車席以外への搭乗はしないこと
6．主たる用途以外の使用の制限： 労働者の昇降等、用途以外に使用しないこと
7．許容荷重その他の能力を超えて使用しないこと
8．点検： その日の作業開始前に次の事項の点検を行うこと
①制動装置等 ②油圧装置等 ③車輪 ④前照灯、後照灯、方向指示器、警報装置
9．定期自主検査（１年毎） ※一定の有資格者又は検査業者が行う必要がある
①圧縮圧力その他原動機 ②デファレンシャルその他動力伝達装置 ③タイヤその他走
行装置 ④かじ取り車輪の回転角度その他操縦装置 ⑤ブレーキドラムその他制動装置
⑥フォーク、チェーン等荷役装置 ⑦油圧ポンプその他油圧装置 ⑧電気系統 ⑨車体、
灯火装置、計器等
10．定期自主検査（1月毎）
①制動装置、クラッチ、操縦装置 ②荷役装置、油圧装置 ③ヘッドガード等

→農業機械への規定内容については今後の検討



本措置の対象者労働者(1)
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○「同居の親族のみを使用する事業」は除かれている
→子供が別居していても親と一体的な農業経営を
行っている場合は同居扱いとみなされる？

その他、農業には様々な雇用や請け負い、協業等の
形態があり、整理が必要



本措置の対象者労働者(2)
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令和５年 農業構造動態調査

１ 全国農業地域別

(1) 農業経営体

ケ 雇用者数

単位：千人

雇用者 常雇い 臨時雇い

男女計 男 女 男女計 男 女 男女計 男 女
全 国 農 業 地 域

全 国 1,774.4 993.0 781.3 156.8 79.1 77.6 1,617.6 913.9 703.7

北 海 道 174.1 90.5 83.6 15.2 9.2 6.0 158.9 81.3 77.6

都 府 県 1,600.1 902.5 697.7 141.6 70.0 71.7 1,458.5 832.5 626.0

東 北 414.1 236.7 177.4 19.1 10.5 8.6 395.0 226.2 168.8

北 陸 111.5 72.7 38.9 7.0 3.1 4.0 104.5 69.6 34.9

関 東･東 山 322.9 186.5 136.5 41.5 20.7 20.9 281.4 165.8 115.6

東 海 110.6 44.8 65.8 16.4 6.2 10.2 94.2 38.6 55.6

近 畿 149.2 89.7 59.6 6.6 3.4 3.3 142.6 86.3 56.3

中 国 92.5 60.5 32.0 11.5 6.0 5.5 81.0 54.5 26.5

四 国 66.9 34.5 32.4 9.0 4.6 4.4 57.9 29.9 28.0

九 州 326.2 173.1 153.1 29.4 14.9 14.5 296.8 158.2 138.6

沖 縄 6.3 4.2 2.2 1.0 0.6 0.5 5.3 3.6 1.7

農林水産省統計

常雇い：年間７ヵ月以上の契約で雇われた人

「常雇い」が全員対象ではない（機械作業をしない人も多い）一方、
「臨時雇い」160万人のなかにも対象者はそれなりにいると思われる。



労働安全衛生法に基づく安全対策の強化 ３

「個人事業者への法の適用拡大」
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• 厚生労働省「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討
会」が昨年10月、報告書をとりまとめ。

• 令和３年５月に石綿作業従事者等による国家賠償請求の最高裁判決があ
り、「労働安全衛生法第22条は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者
も保護する趣旨である」との判断がなされ、一部関係省令の改正が既になさ
れているが、同条以外の規定について労働者以外への対応を検討したもの。

• 当該検討は、「労働者と行うのと類似の作業を行う者については、労働者で
あるか否かにかかわらず、労働者と同じ安全衛生水準を享受すべき」との考
え方のもと、個人事業者自身・就業場所の管理者・仕事の注文者等が講ず
べき措置を整理したもの。

労働安全衛生法
第２２条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
１ 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
２ 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
３ 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
４ 排気、排液又は残さい物による健康障害



「個人事業者への法の適用拡大」続き(1)

21

• 前ページの検討会報告等を受け、厚生労働省労働政策審議会安全衛生分
科会が「個人事業者等に対する安全衛生対策について」を検討中。

第166回分科会(令6年9月6日)の資料では、次のような記述がされている。

• 労働安全衛生法において保護対象や義務主体とする「個人事業者」の範囲は以下のとおり
としてはどうか。
•労働者を使用しない。
•法人、非法人（個人）かは問わない。
•請負契約や業務委託契約のような契約の有無は問わない（＝農家、芸術家なども含む）

《委員からのご指摘のうち、新たな論点としてご議論いただきたいもの》
○家族従事者の中には、中小事業主と同様に個人事業者や労働者と類似の作業を行う者
もいるが、こうした方々について、どのように取り扱うのか。

• 労働安全衛生法で「個人事業者等」を保護し、又は規制するに当たっての考え方
個人事業者等自身に措置を求める場合
○労働安全衛生法が労働者の安全や健康の確保を通じた労働者保護を主目的としている
ことを踏まえれば、個人事業者等自身に措置を求めるのは労働者と同じ場所で就業する場
合とすることが適当ではないか。



「個人事業者への法の適用拡大」続き(2)
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第166回分科会(令6年9月6日)の資料 一部抜粋

→家族経営農家が自分たちだけで作業する場合は除かれる
と思われる ： 今後、審議会答申を経て法改正が想定される

赤
が
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て
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保
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